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マイナンバーカード窓口の臨時開設について
【休日開庁】
■日時　2月 28日㈯　9:30 ～ 12:30
■場所　役場庁舎 1階　町民課
■取扱業務
　・マイナンバーカード申請書の再発行
　・マイナンバーカードの申請サポート
　・電子証明書の更新および新規発行
　・暗証番号の初期化・再設定
　・マイナンバーカードの交付
　・�券面事項変更手続き（町内での転居・婚姻に
よる氏名の変更等）

　・継続利用手続き（他市町村からの転入）
　・�健康保険証利用申込および公金受取口座申込
の支援

【奥中山地区臨時窓口開設】
■日時
　2月 4日㈬、18日㈬
　各日 9:30 ～ 15:00
　（12:00 ～ 13:00 を除く）
■場所
　奥中山地区センター窓口
■取扱業務
　・マイナンバーカード申請書の再発行
　・マイナンバーカードの申請サポート
　・電子証明書の更新および新規発行
　・暗証番号の初期化・再設定
問町民課
　☎ 33-4858　内線 1126
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高齢者世帯などへ灯油などの購入費を助成します
　町では、灯油価格などが高騰し
ていることから、冬季の経済的負
担の軽減を図るため、灯油などの
購入費を助成します。対象世帯に
は町から『支給についてのお知らせ』または『確
認書』のいずれかを発送しました。
■助成金額　1 世帯当たり 7,000 円（口座振込）
■対象要件
　�　基準日（令和 7年 12 月 1 日）時点で、町内
在住の町民税（均等割）非課税世帯であり、次
の要件のいずれかに該当する世帯。
　①満 65 歳以上の高齢者のみの世帯
　②�身体障害者手帳（1級または 2級）所持者の
いる世帯

　③療育手帳（A判定）所持者のいる世帯
　④�精神障害者保健福祉手帳（1級）所持者のい
る世帯

　⑤�要介護認定 4または 5の認定を受けた人がい
る世帯

　⑥�父または母のいずれかと 18歳に達する日以後
の最初の 3月 31 日までにある児童（障がい

児の場合は 20歳未満）で構成される世帯、ま
たはこの世帯に①を含む世帯

　⑦生活保護世帯
■手続方法
　【支給についてのお知らせが届いた場合】
　　�　対象となる世帯のうち、過去に給付金の支
給を受けた世帯主には、町から振込口座、振
込日などが記載されたお知らせが届きます。

　　　お知らせが届いた人は手続不要です。
　　※�受給を辞退する場合や受給口座を変更する

場合は、下記担当まで連絡してください。
　【確認書が届いた場合】
　　�　内容を確認のうえ、期限までに返信用封筒
で確認書と必要書類を返送してください。

　【申請が必要な場合】
　　�　令和７年１月２日以降に転入した人や未申
告の人がいる世帯は、申請が必要です。申請
書は町ホームページまたは総合保健福祉セン
ターで配布しています。

■提出期限　2月 27日㈮
問福祉課　☎ 32-3700　内線 2691
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■申告が必要な人※令和 8年１月１日町内に居住
　・営業、農業などの事業を営んでいた人
　　※�自家消費のみの場合は農業所得ではなく、

雑所得で申告してください（赤字所得を黒
字所得から差し引く『損益通算』はされま
せん）。

　・不動産・譲渡・山林所得などがあった人
　・町外居住者の扶養になっている人
　・給与所得者で年末調整をしなかった人
　・遺族年金や障害年金のみを受給している人
　・�無収入でも 18歳以上の国民健康保険加入者や
所得証明書などの発行が必要となる人

　・�18 歳以上で、町の医療費助成を受給している
人とその家族

■申告が不要な人
　・給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
　・�公的年金の収入金額が 148 万円以下の人（障
害年金などを除く）

■申告に必要なもの
　�①本人と扶養親族のマイナンバーが確認できる書
類（マイナンバーカードなど）と申告する人の本
人確認書類、②源泉徴収票または収入を証明でき
るもの、③預金口座番号 ･通帳の届出印、④各種
控除（社会保険料・生命保険料など）に必要な証
書や領収書・障害者手帳など、⑤必要経費の領収
書、収入証明書、帳簿など（個人事業主のみ）
■その他
　・�発熱や咳

せき
などの症状がある人の来場はご遠慮

ください。
　・�来場の際は、マスク着用や手指消毒にご協力
ください。

　・�郵送による申告書の提出を希望する人には、申
告書を送付しますので問い合わせ先へご連絡く
ださい。返送にかかる郵便料（封筒・切手代）
は申告者の負担となります。役場税務会計課お
よび各地区センターに持参しても構いません。

の申告、始まる税税 問税務会計課　☎ 33-4857　内線1125

令和7年分

令和 7年分の町県民税（国民健康保険税）の申告を下記の日程で行います。

※予定会場で申告を受けられない人は、対象地区以外でも申告できます。

月日 受付時間 地区 場所
2月10日㈫ 13:00 ～ 15:00 奥中山１～ 4、軽井沢

奥中山地区センター12日㈭ 9:30 ～ 14:00 日蓄、岳川、豊ケ岡、上下田子、袖ケ沢、旧中山
13日㈮ 9:30 ～ 14:00 釜石、摺糠、二戸郷、宇別
17日㈫ 9:00 ～ 14:00 高屋敷、若子内、田中開拓、小繋、田子、火行

小鳥谷地区センター
18日㈬ 9:00 ～ 14:00 居也、中村、道地、駒木、平糠、面岸、名子根
19日㈭ 9:00 ～ 14:00 鬼淵、門前、馬場、下村、上里、侍村、川久保、野馬鹿
20日㈮ 9:00 ～ 12:00 中屋敷、仁昌寺、川又、小性堂、野中、穴久保、女鹿沢、野里
24日㈫ 13:00～15:00 大屋敷、赤屋敷、上月舘

鳥海地区センター
（旧鳥海小）25日㈬ 9:00 ～ 14:00 出ル町、岩清水、与羽、小友全域、袖子田

26日㈭ 9:00 ～ 12:00 中里、泉田、月舘稲荷
3月 2日㈪ 9:00 ～ 15:00 小井田、平船、下楢山、双畑、来田

旧保健センター
（役場隣）

3日㈫ 9:00 ～ 15:00 八木沢、川原田平、悪戸平、滝ノ沢、過利石、中野平
4日㈬ 9:00 ～ 15:00 女鹿口、女鹿全域、蛇ノ島、沢田
5日㈭ 9:00 ～ 15:00 関屋、田中、地切、子守、中瀬、野崎、中村、野磯鶏
6日㈮ 9:00 ～ 15:00 小滝、西法寺、稲荷、駅前、諏訪野、元諏訪野
8日㈰ 9:00 ～ 12:00 全地区未申告者　※平日の来庁が難しい人優先
10日㈫ 9:00 ～ 15:00 上町、野田坂、野田、中道、永代町、向町、中田
11日㈬ 9:00 ～ 15:00 北舘、袋町、越田橋、八幡町、下町、横町、中町、樋ノ口
12日㈭ 9:00 ～ 15:00 全地区未申告者
13日㈮ 9:00 ～ 15:00 全地区未申告者
16日㈪ 9:00 ～ 12:00 全地区未申告者

町県民税申告受付日程表

※ 2 月 16 日㈪、27 日㈮、3 月 9 日㈪は会場準備などにより受付休止となります。
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２月祝日のごみ収集　早朝収集は朝6:30までに
　２月の祝日・連休のごみ収集は右表のとおりです。
　二戸地区クリーンセンター（☎ 0195-25-5660）
が稼働している時間帯は、家庭ごみの持ち込みが
できます。料金は以下のとおりです。
　・可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ　30円 /10㌔
　・粗大ごみ　100円 /10㌔
※�生ごみの水分はしっかりと切ってください。
問町民課　生活環境係　☎ 33-4858　内線 1126

月日 収集内容 二戸地区クリーンセン
ター受け入れ時間帯

２月11日㈬㈷
建国記念の日 収集休み 休み

23日㈪㈷
天皇誕生日

早朝収集
※�収集するごみは
可燃ごみのみ

8:45 ～ 12:00

400㍉㍑献血にご協力をお願いします
　町では献血を実施します。降圧剤や痛風・高尿酸
血症治療薬、高脂血症薬、アレルギー薬は、ほとん
どの薬が当日の服用があっても献血できます。現物
またはお薬手帳などで薬剤名をお知らせください。
【下記に該当する人は献血をご遠慮ください】
　・�3 日以内に出血を伴う歯科医療（抜歯、歯石
除去など）を受けた人

　・4週間以内に海外から帰国した人
　・輸血（自己血を除く）や臓器移植を受けた人
　・�ブタ、イノシシ、シカの肉や内臓を生または
生焼けで 6カ月以内に食べた人

　・風邪薬・鎮痛剤を献血当日に服用した人
　※�上記に該当しない場合でも、健康状態などを考

慮して献血をご遠慮いただく場合があります。
■日時・場所　2月 12日㈭
　・一戸地区センター　10:00 ～ 11:30
　　　　　　　　　　　13:00 ～ 14:00
　・岩手県立一戸病院　15:00 ～ 16:00

■対象基準
　�　男女ともに体重 50㌕以上で、17 歳～ 69 歳
の男性または 18歳～ 69歳の女性。
　※�基準を満たしていない 10代・20代の人に限
り 200㍉㍑献血が可能です。

　※ �65 歳以上の人は、60 ～ 64 歳に献血経験が
ある人のみ。

■持ち物
　・献血カード（持っている人）
　・お薬手帳（服薬のある人）
　・�運転免許証などの顔写真付きで本人確認でき
るもの（初めて献血する人）

　※ �1 月 4日に献血カード・手帳の新規発行・更
新が終了しました。ラブラッドアプリによる
予約・受付にご協力ください（アプリ未登録
でも献血可能です）。

問�健康子ども課
　☎ 32-3700　内線 2614

放課後学童クラブ利用児童を募集します
　令和 8年度の放課後学童クラブ利用児童を募集
します。
■受付日時　�1 月 26日㈪～ 30日㈮の保育時間内
■保育時間
　�下校後18:15まで（小学校休業日は8:00～ 18:15）
　※日曜日、祝日、お盆、年末年始は休み
■受付場所　入所を希望する学童クラブ
■対象施設
　・一戸学童クラブ（☎ 080-5749-8625）
　・一戸南学童クラブ（☎ 0195-33-4250）
　・小鳥谷学童クラブ（☎ 0195-34-2266）
　・奥中山学童クラブ（☎ 0195-35-3151）

■対象　�町内の小学生で、放課後に家庭で保育す
る保護者などがいない児童（健康上の理
由など、集団での保育が難しい場合は入
所できないことがあります）

■料金　�月額 2,000 円
　※�同一世帯・同時入所で 2人目以降は 1,000 円
（その他、おやつ代などの負担があります）

■申請方法
　�　現在利用中の児童も申請が必要
です。申請方法など詳しくは町
ホームページをご覧ください。
問健康子ども課　☎ 32-3700　内線 2618
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　インフルエンザの流行により延期しておりまし
た一戸小学校金管バンドによるコンサートを下記
のとおり開催します。ぜひお越しください。
■日時　2月 22日㈰　13:30 開演（13:00 開場）
■場所　一戸地区センター　体育館
■テーマ　トトロの森でたからさがし !
問一戸小学校　☎ 0195-33-2181

金管バンド『あっという間のコンサート』

■投稿規定
　・�小説、随筆、体験記、詩、短歌、俳句、読書
感想文、文化に関する評論

　・字数　3000字以内
■応募方法
　�　住所、氏名、電話番号を明記し、２月 20日㈮
までに問い合わせ先へ提出してください。なるべ
く電子データと紙媒体両方を提出してください。
　�　提出先メールアドレスなど詳しくは問い合わ
せ先に確認してください。
問町文化協会事務局　☎ 0195-32-2204
　町コミュニティセンター　☎ 0195-31-1400

一戸町文化協会機関誌掲載作品を募集

　『身寄りのない方の支援』について講演を行いま
す。参加無料ですので、気軽にご来場ください。
■日時　2月 17日㈫　13:30 ～ 16:00
■場所　二戸市シビックセンター　1階ホール
■申込方法　�　2 月 6 日㈮までに問い合わせ先へ

電話で申し込んでください。
問NPO法人カシオペア権利擁護支援センター
　☎ 0195-43-3042

『二戸地区権利擁護市民セミナー』開催

未来を担う学生のために『奨学金』と『就学援助』のご案内
【一戸町育英会奨学生】
　�　町内に居住する人の子どもで、
大学や高等学校、各種学校などに
在学（予定）し、経済的理由で就
学困難な優良学生・生徒を支援します。
　■金額
　　▷高校　月額 15,000 円以内
　　　※北桜高校は 30,000 円以内
　　▷大学、各種学校など　月額 50,000 円以内
　■免除
　　�　卒業後に就職して町内に在住、または貸与
期間中に文化・スポーツで活躍したときなど、
返還が免除される場合があります。

【公益信託田村清蔵記念奨学基金奨学生】
　�　町内に居住する人の子どもで、大学などに在

学（予定）し、経済的理由で就学困難な優良学
生を支援します。奨学金は給付で返還義務はあ
りません。
　■金額　月額 15,000 円相当を年 2回
　　※�基金残高の減少により、本年度で募集を終

了する場合があります。
■申請期限　３月 27日㈮
■申込方法
　�　期限までに各奨学金の願書など（問い合わせ
先で配布）を問い合わせ先へ提出してください。

【就学援助申請について】
　�　経済的理由で、就学困難な児童生徒の保護者
に対し学用品などを助成します。詳しくは各小
中学校にお問い合わせください。

問学校教育課　☎33-4860　内線1502、内線1505
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　イスに座って、簡単な体操と呼吸法を行います。
ヨーガ療法の理論と方法を体験してみませんか。
■日時　2月 11日㈬　14:00 ～ 15:00
■場所
　町コミュニティセンター　第 1・第 2会議室
■参加費　�500 円（経費を除き、一戸町社会福祉

協議会に寄付させていただきます）
問一戸ヨーガ療法教室　☎ 080-1840-5213

チャリティーヨーガ療法体験教室

　医療的ケア児者と家族が集まって
おしゃべりしたり、遊んだりなど、
誰でも安心して参加できる“ひらか
れた場所”を目指して、『I care パー
ク』を開催します。
■日時　2月 21日㈯　10:00 ～ 12:00
■場所　ふれあいランド岩手　ふれあいホール
　　　　（盛岡市三本柳 8地割 1-3）
■申込方法　�　2 月 6 日㈮までにQR コードから

申し込んでください（定員 40人）。
問岩手県医療的ケア児支援センター
　☎ 019-611-0610

誰もが安心できる居場所を目指して
申
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フ
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　老人クラブの会員が日頃の練習の成果を披露す
る『演芸交流大会』と、手作り作品を展示販売す
る『作品展示会』を同時開催します。
■日時　2月 21日㈯　9:00 ～ 15:00
■場所　町コミュニティセンター
問一戸町老人クラブ連合会
　☎ 0195-33-3607（平日の午前中のみ）

『いちのへ高齢者まつり』開催


